
令和７年度宮崎県行財政改革懇談会 

 

                    日時：令和８年１月２０日（火） 

                                          １０時３０分～１１時３０分 

                                     場所：宮崎県防災庁舎 ５階 防５１ 

 

 

次     第 

 

 

１ 開  会 

 

 

２ 知事挨拶 

 

 

３ 意見交換 

テーマ「職員の定着に資する職場環境づくりについて」 

（職員の負担軽減策によるモチベーションの維持及びエンゲージメントの強化） 

 

４ 閉  会 

 

 

 【配付資料】 

 ・次第 

 ・出席者名簿 

 ・配席図 

 ・宮崎県行財政改革懇談会設置要綱 

 ・【資料１】意見交換の議題に関する県の状況 

 ・【資料２】昨年度の行財政改革懇談会で出た意見に関するフィードバック 

 ・【資料３】みやざき行財政改革プラン（第四期）の取組状況について 



【　委　員　】

1 川﨑　友裕 欠席

2 髙妻　和寛

3 税田　倫子 欠席

4 坂元　美保子 欠席

5 佐藤　貢

6 四方　由美

7 杉山　智行

8 竹山　雄二

9 田鹿　俊弘

10 土田　博

11 中川　育江

12 馬場　愛子

13 山口　和子

14 吉岡　智子 欠席

【　県　】

職 名

知事

総務部次長（総務・市町村担当）

部参事兼人事課長

人事課行政改革推進室長

令和７年度宮崎県行財政改革懇談会　出席者名簿

（五十音順、敬称略）

委　員　氏　名 職 名

公認会計士

宮崎　智美

氏   名

河野  俊嗣

那須　隆輝

株式会社グローバル・クリーン専務取締役

宮崎県商工会議所女性会連合会理事

宮崎県町村会会長（日之影町長）

宮崎公立大学人文学部国際文化学科教授

宮崎日日新聞社取締役総務局長

株式会社ポップミックス代表取締役

一般社団法人宮崎県情報産業協会会長

（公募委員）

（公募委員）

伊東　浩

宮崎大学地域資源創成学部教授

南九州短期大学部教授

日本労働組合総連合会宮崎県連合会顧問

中小企業診断士



令和７年度宮崎県行財政改革懇談会　配置図（防５１）
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宮崎県行財政改革懇談会設置要綱

平成７年５月１９日
総 務 部

（設置）
第１条 行財政運営全般にわたり有識者から広く意見を求め、本県における行財政改革の
推進に資するため、宮崎県行財政改革懇談会（以下「懇談会」という。）を設置する。

（検討事項）
第２条 懇談会は、次に掲げる事項について検討を行う。
（１）県の行財政改革に関する大綱の策定及び実施に関すること。
（２）その他行財政改革の推進に関すること。

（構成）
第３条 懇談会は、委員１４人以内で構成する。

（任期等）
第４条 委員の任期は、３年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間と
する。

２ 委員は、再任されることができる。

（会議）
第５条 懇談会は、知事が招集する。
２ 懇談会に座長を置き、委員の互選によりこれを定める。
３ 座長は、懇談会を主宰する。
４ 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、委員のうちから互選された者がそ
の職務を代理する。

５ 知事は、必要があると認めるときは、知事が指定する特定の委員のみによる部会を開
催することができる。

（庶務）
第６条 懇談会の庶務は、宮崎県総務部人事課行政改革推進室において処理する。

（委任）
第７条 この要綱に定めるもののほか、懇談会の運営に関し必要な事項は、知事が別に定
める。

附 則
１ この要綱は、平成７年５月19日から施行する。
２ 行政改革懇話会設置要綱（昭和56年１月27日定め）は、廃止する。

附 則
この要綱は、平成15年８月15日から施行する。
附 則

この要綱は、平成16年１月１日から施行する。
附 則

この要綱は、平成16年12月１日から施行する。
附 則

この要綱は、平成17年１月12日から施行する。
附 則

この要綱は、平成17年４月１日から施行する。
附 則

この要綱は、平成18年１月１日から施行する。
附 則

この要綱は、平成18年８月９日から施行する。
附 則

この要綱は、平成18年９月６日から施行する。
附 則

この要綱は、平成20年４月１日から施行する。
附 則

この要綱は、平成21年10月８日から施行する。



附 則
この要綱は、平成22年４月５日から施行する。
附 則

この要綱は、平成22年６月29日から施行する。
附 則

この要綱は、平成24年４月１日から施行する。
附 則

この要綱は、平成24年６月１5日から施行する。
附 則

この要綱は、平成26年４月１日から施行する。
附 則

この要綱は、平成27年６月22日から施行する。
附 則

この要綱は、平成28年４月１日から施行する。
附 則

この要綱は、平成29年４月１日から施行する。
附 則

この要綱は、平成30年４月１日から施行する。
附 則

この要綱は、平成31年４月１日から施行する。
附 則

（施行期日）
１ この要綱は、令和元年11月１日から施行する。
（経過措置）

２ この要綱の施行の際現に委嘱されている委員の任期は、改正後の要綱第３条第２項の規定にかか
わらず、令和２年３月31日までとする。
附 則

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。
附 則

この要綱は、令和２年８月５日から施行する。
附 則

この要綱は、令和３年８月10日から施行する。
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